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令和５年度 厚生労働省指定 臨床実習指導者講習会の開催について 

 

向暑の候、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より（公社）長崎県理学

療法士協会活動に対してご協力いただき、厚く御礼申し上げます。 

 さて、令和 2 年度養成校入学生から適用の「理学療法士作業療法士学校養成施設指定規

則」改正に伴い、臨床実習指導者は、厚生労働省が指定する講習会を受講することが義務付

けられ、本協会においても長崎県内の養成校 4 校と連携し、臨床実習指導者都道府県講習

会を開催し、臨床実習指導者を養成してまいりました。 

つきましては、令和 5年度の臨床実習指導者講習会を、下記日程にて開催いたします。 

是非とも臨床実習指導者の皆様に受講いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

１．受講資格 

実務経験が満 4年以上（通算して 4年以上の臨床経験）の理学療法士・作業療法士 

【実務経験申告書の提出が必要です】 

 

２．開催日程および開催方法 

第 1回 令和 5年  9月 16日（土）・17日（日） ZoomによるWeb開催 

第 2回 令和 5年 10月 21日（土）・22日（日） 対面開催（会場：長崎大学） 

 

３．開催時間（全日程共通） 

1日目：8:45～19:10（8:15～受付） 2日目：9:00～17:00（8:30～受付） 

※WEB開催では、概ね 1週間前に接続テスト・操作練習を予定しています。 

 

４．定員 

 第 1回 40名    第 2回 60名 

 ※先着順ではありません。（公社）長崎県理学療法士協会会員を優先します。 

  定員に余裕があった場合に限り、OTおよび非会員の参加を受付けます。 

 

５．受講費 

会員：無料（別途資料代 1,000円が必要）  非会員：20,000 円 

 ※Web開催の場合は振込になります。入金方法は別途ご案内します。 

 



６．講習会の内容（講習会開催指針より） 

1）講習時間：合計 16時間以上であること 

2）講習会の形式：ワークショップ（参加者主体の体験型研修）形式 

3）講習会におけるテーマ 

① 理学療法士・作業療法士養成施設における臨床実習制度の理念と概要 

② 臨床実習の到達目標と修了基準 

③ 臨床実習施設における臨床実習プログラムの立案 

④ 臨床実習指導者のあり方（「ハラスメントの防止について」含む） 

⑤ 臨床実習指導者およびプログラムの評価 

⑥ その他臨床実習に必要な事項 

 

７．申込方法 

お手数をおかけしますが、以下の 2つの作業が必要です。 

① 申し込み情報の入力 

下記の URLもしくは QRコードにて申し込みをお願いいたします。 

（アンケート方式となっていますので、必要事項の入力をお願いいたします） 

 

https://questant.jp/q/BTZT7C1B    

 

 

 

※同一施設から複数名の申し込みがある場合は、事前に受講優先順位を各施設でご相談

いただいた上で、申込みをお願いいたします。（複数名の受講も定員に余裕があれば可能

です。 定員を超過した場合に限り、各施設からの申込状況、受講優先順位を考慮して協

議会にて選考させていただきます） 

 

② 実務経験申告書の提出 

実務経験 4 年以上であることを証明・確認するため、参加申込時点で「実務経験申告

書」の提出が求められています。 

 申込期間までにご提出をお願いいたします（未提出者は受講できません）。 

 

 

【提出方法】 

・（公社）長崎県理学療法士協会の HPにて、実務経験申告書（Excel）をダウンロード 

・同 Excelファイル内の記載する際の注意点を示したコメントや「注意点等」のシートを確認し

ながら入力（手書きしないでください） 

・入力後、プリントアウトして押印（施設代表者または部門代表者・責任者からの押印も必要） 

・押印した原本から PDF データを作成（原本は本人が保管） 

・PDF データを以下の提出先に提出する 

提出先）長崎県臨床実習指導者講習会運営協議会 E-mail：nagasaki.pt.jissyu@gmail.com 

 

８．申込期間 

 令和 5年 5月 22日（月）～6月 9日（金） 



９．選考方法ならびに受講決定時期 

協議会にて厳正なる選考を行います。 

 最終的な受講の可否は、6月下旬～7月上旬にメールにてお知らせする予定です。 

 

１０．留意事項 

〇修了者に対しては、厚生労働省より修了証書が発行される講習会になりますので、2日間

（16時間）のカリキュラムをすべて受講しなければ修了証が発行されません。 

〇遅刻・早退した場合、参加者の通信状況が悪い等の理由により、すべてを受講できなかっ

た場合は、運営主催者の判断で、プログラム修了を認められないことがありますので、ご

了承ください。 

〇WEB形式の講習会では、パソコン（カメラ機能付き）からご受講ください。スマホやタ

ブレットからの参加は不可です。なお、演習の都合上、一人一端末でご参加ください。 

※その他、WEB講習会の受講についての詳細な注意事項等は改めて連絡いたします。 

〇旅費・宿泊費・交通費等は各自でご負担していただきます。昼食も各自でご用意ください。 

○受講の可否など本協議会からの連絡はメールにて行いますので、確実にメールをご確認

いただきますようお願いいたします。また、返信をお願いすることもありますので、ご協

力をお願いいたします。 

 

 

１１．問合せ先 

長崎県臨床実習指導者講習会運営協議会 

担当：近藤康隆（日本赤十字社長崎原爆病院） 

E-mail：nagasaki.pt.jissyu@gmail.com   TEL：095-847-1511  

 

 

以上 


